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―実施上・執行上の論点―
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要　　約
　デジタル経済への課税の仕組みを構築していく際には，市場国に帰属する利益をどのよ
うに算定し配分していくかという実施上の課題と，適正な申告・納税の確保，過大なコン
プライアンスコストの回避，二重課税の防止と排除等の執行上の課題がある。新ルールで
は，以下のような実施上・執行上の論点を十分に勘案すべきである。第 1 に帰属利益の算
定及びその配分方法について，課税の対象となる要件の明確性である。第 2 に，適正な申
告・納税の確保と過重なコンプライアンスコストの回避のために，効果的な市場国への登
録制度や税務当局間の情報交換等の仕組みの構築である。第 3 に，二重課税の防止・排除
のために，利益配分に関する各国の共通理解，効果的な多国間の協議体制の構築が必要で
ある。今後ますます拡大していくデジタル経済に対する課税のあり方は，将来に向けての
国際課税の方向を大きく左右するものであり，十分な論議が求められる。

　キーワード：�デジタル経済，BEPS，コンプライアンスコスト，税務執行，紛争解決メ
カニズム

Ⅰ．はじめに

　現在，インターネットを通じて国境を越えて
ビジネスを展開する巨大な IT 企業に対する課
税のあり方が国際的な議論となっている。巨大
IT 企業が多くの利益を得ていながら，ユーザー
や消費者が所在する市場国に物理的拠点がない
ことから，それらの国に獲得した利益に見合う
十分な税を納めていないのでなないかという批
判が生じている。そこで新たな国際課税ルール
作りに向けた検討が行われており，国際的な合
意が得られるかが注目されている。
　デジタルビジネスの特徴として，（i）市場国

に物理的拠点がなくてもビジネスを行うことが
できること，（ii）ユーザーの参加により価値が
創造され，それが利益の獲得に結びつくこと，
（iii）デジタルプラットフォーム等の無形資産
が多く用いられていることが挙げられる。こう
した特徴が課税上の問題を提起するとともに執
行の困難性にもつながる。
　問題は，恒久的施設（PE）なくして課税な
しというこれまでの国際課税ルールの原則が，
デジタル経済の下で時代遅れとなり，巨大 IT
企業が市場国で法人税を払っていないという事
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態を生じさせていることである。
　これまでの課税ルールは，PE が担う機能や
引き受けるリスクに応じて，PE が所在する管
轄地（市場国）に相応の利益を配分し，その利
益に対して課税している。つまり，現行制度は，
外国企業であっても日本国内に営業活動を行う
支店や工場等の PE があれば日本に納税しなけ
ればならないというルールだが，巨大 IT 企業
が拠点を設けずにインターネットを通じて直接
日本の消費者にサービスを提供した場合，その
取引から利益が生じていても日本に法人税を納
める義務は生じない制度になっている。その結
果，二つの問題が生じている。第 1 は，IT 企
業が市場国でどれだけ稼いでもその市場国の税
収とならないことである。第 2 は，国内企業と
国外の IT 企業が競合している場合，国内企業
にのみ課税され不公平な競争となっていること
である。欧州委員会によると，通常の企業は利
益の 23.2% を税金として納めているのに対し
て，IT・デジタル企業は 9.5％しか納めていな
い1）。これは，IT・デジタル企業が獲得した利
益を低税率国のグループ法人に移転してグルー
プ全体の税負担を抑えることにより可能となっ
ている。こうした不備をどう是正するかが議論
の焦点となっている。
　デジタル経済への課税は，巨大 IT 企業に対
する課税の問題から，国際課税制度のあり方と
いうより大きな議論に発展してきている。国境
を越えてやり取りされるデータが巨大な富を生
むデジタル経済へと移行する中，今後は IT 企
業だけでなく様々な企業が，大量のデータを
使って消費者の開拓につなげたり，新しい技術
の開発に役立てたりすることも考えられる。例
えば自動車やデジタル家電等の分野でも大量
データの活用が見込まれる。このため，何を課
税の根拠とし，どの企業にどこまで税を納めて

もらうかが論点であり，今回の国際課税ルール
作りはこれまでの制度を抜本的に変更する作業
といえる。
　フランス，イギリス，スペイン，イタリア，
オーストラリア等いくつかの国は，国際的合意
を待たず先行して各国独自のデジタル課税を計
画又は実施している。背景には課税の不平等に
対する国民の不満や，自らの財源不足がある。
国際的なルール作りが遅れれば他の国も続くこ
とが考えられ，そうなると各国独自の課税が乱
立しかねない。各国がそれぞれ独自の課税を
行っていくと，二重課税の可能性とともに，企
業はそれぞれの国において別個の税を納税する
こととなりコンプライアンスコストが増加す
る。国際的に歩調を合わせた新たな課税ルール
の土台を築けるかが問われており，OECD を
中心として精力的な検討作業が進められてい
る。OECD は包摂的枠組2）の下で，2019 年 1
月にポリシーノート3），2 月に討議文書4）（以下
「討議文書」）を公表し，ユーザー参加，マー
ケティング上の無形資産，重要な経済的存在の
3 つの案（以下「OECD�3 案」）を提案した。
同年 5 月に公表した「作業計画」では，市場国
に配分される利益の算定方法について 3 つの案
が示され，さらに同年 10 月に公表した事務局
提案の討議文書5）（以下「事務局提案」）では，
統合的なアプローチ（以下「統合アプローチ」）
が提案されている。
　これらの提案はいずれも，市場国に物理的な
拠点がなくても市場国でも課税するものであ
る。各案の実施上，何を課税上のネクサスとす
るか，市場国で創出される価値や市場国に配分
される利益の算定について具体的な議論を要す
る。また，税務当局による情報の入手，適正な
申告と納税の確保，調査・徴収等の執行可能性，
納税者のコンプライアンスコスト，二重課税の

１�）European�Commission（2018）
２�）BEPS に対処するために，OECD 加盟国に加えて，加盟国以外の国・地域も参加して検討する枠組。
３�）OECD（2019a）
４�）OECD（2019b）
５�）OECD（2019d）
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防止と排除等も課題である。本稿は，デジタル
経済への課税についてのこうした実施上・執行

上の論点を検討する。

Ⅱ．これまでの OECD での検討内容とその評価

　OECD では，1990 年代後半に電子商取引の
課税についての検討が行われ，1998 年 10 月の
オタワ閣僚級会合において，電子商取引の課税
の基本的枠組が公表された。そこでは，電子商
取引の課税には，伝統的な課税原則（中立性，
効率性，明確性，簡素性，公平性，柔軟性）を
適用すべきとの考え方が示された。
　近年においてデジタル経済への課税は，2012
年より開始された OECD の BEPS プロジェク
トで検討された。2015 年 10 月に公表された
BEPS プロジェクト（行動 1）の最終報告書6）

（以下「BEPS 最終報告書」）では，デジタル
経済はすでに経済そのものになりつつあり，デ
ジタル経済のみを取り出すことはできないとし
た上で，デジタル経済への課税の選択肢を示し
て検討したが，具体的対応策の勧告には至らな
かった。
　OECD は引き続き検討を行い，2020 年には包
摂的枠組の下での合意を得て報告書をまとめる
予定としており，2019 年 1 月及び 2 月に，それ
までの検討状況について記述したポリシーノー
ト7）及び討議文書を，同年 5 月に作業計画8）を公
表し，さらに同年 10 月に事務局提案を公表した。
　以下では，これらの概要と，実施上・執行上
の観点を含めた評価について述べる。

Ⅱ－１．BEPS最終報告書（行動 1）
　BEPS 最終報告書は，多様なデジタル技術が

各種のビジネス取引の中に織り込まれており，
デジタル経済を通常の経済から切り離すことは
できず，デジタル取引のみを取り出して課税す
ることは困難であるとした上で，①重要な経済
的存在（significant�economic�presence），②デ
ジタル取引に対する源泉徴収税，③平衡税
（equalisation�levy）の 3 つの選択肢を示した9）。

Ⅱ－１－１．重要な経済的存在
　「重要な経済的存在」は，非居住企業が源泉
地国に物理的な拠点を有していなくても，その
国に重要で持続的な関連性（一定の売上，ロー
カル・ドメイン・ネーム，ローカル・デジタル・
プラットフォーム，ユーザー数，デジタルプラッ
トフォームを通じて締結された契約数等のネク
サス）があると認められる場合には，重要な経
済的存在と認定して従来の PE と同様にそれに
帰属する所得に対して課税するものである。
　重要な経済的存在については，（i）物理的な
拠点が存在しない中，どのような基準により重
要な経済的存在と認定するか，（ii）重要な経済
的存在を認定した場合，それに帰属する利益
（源泉地国における価値の創造とリンクした利
益）をどのように算定するかといった実施上の
課題がある。
　OECD が 2017 年に実施した意見公募（以下
「2017 年意見公募」）10）に寄せられた意見では，
重要な経済的存在の閾値と利益配分に関する問

６�）OECD（2015）
７�）OECD（2019a）
８�）OECD（2019c）
９�）OECD（2015）,�Section�7.6.
10�）OECD（2017a）
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題点が指摘されている。最も多い批判はデータ
利用の価値に関するもので，生のデータは価値
を有せず，分析され加工されることにより価値
が創出されるというものである。また，データ
収集やユーザーとの関連は伝統的ビジネスモデ
ルには存在しない新たな活動ではないという意
見もあった11）。

Ⅱ－１－２．デジタル取引に対する源泉徴収税
　デジタル取引に対する源泉徴収税は，非居住
企業がインターネット等を利用してオンライン
で提供するモノや役務について，源泉地国の消
費者から国外の提供者への対価の支払いに対し
て源泉徴収を行うものである。
　2017 年意見公募に寄せられた意見では，デ
ジタル取引に対する源泉徴収税への賛成はほと
んどない。例えば，どの取引がルールの適用対
象になるかを明確に示すことが重要であるが，
その実施は非常に困難との意見がある。また，
競争上のアンバランスを避けるために幅広い対
象とすることが望ましいとする意見がある一方
で，行き過ぎを避けるべきとする意見もある。
多くの意見は，BtoC の取引に対する源泉徴収
税の実務的な非現実性を指摘している。OECD
は，損失を計上しているビジネスに対して税を
還付する仕組みも考えられるとしているが，利
息に対する源泉徴収税の煩雑な還付プロセスを
示して還付制度は十分ではないと強調する意見
もあった。

Ⅱ－１－３．平衡税
　平衡税は，国内事業者は課税されているにも
かかわらず国外事業者は課税されないという課
税上の不公平を是正するための税である。また，
デジタル取引と非デジタル取引との公平性確保
の側面もある。

　平衡税については，実施上の観点から以下の
問題点が挙げられる。第 1 に平衡税を課す対象
範囲の設定である。例えば平衡税を国内のユー
ザー数に基づいて課税する場合，ユーザー数を
正確に測定することは困難であること，ユー
ザー数が非居住企業による市場国における収益
と直接関連しているとは限らないこと，ユー
ザーごとに非居住企業にもたらす収益は異な
り，平衡税の税率を適切に設定することは困難
なことである12）。第 2 に二重課税のリスクであ
る。市場国での平衡税と居住地国での法人税等
の課税との二重課税の可能性がある13）。2017
年意見公募に寄せられた意見も，第 2 の点につ
いて，平衡税が租税条約の対象外となり二重課
税のリスクを悪化させる問題があると指摘す
る。BEPS 最終報告書も二重課税を潜在的な問
題として認識しており，平衡税は所得が課税さ
れない又は極めて低い税率で課税される状況の
みに限定して課されるべきとしている14）。この
選択肢は，企業の中で想定している価値創造の
プロセスと完全に断絶したものとなるであろう
し，一方で不釣り合いに大きな課税，他方でと
るに足らない課税という結果を招きかねず，
マーケットの急激な歪みを引き起こしかねない
との懸念があり，創造される価値を各種指標か
ら算出することへの実施可能性が課題となる。

Ⅱ－２．ポリシーノート及び討議文書
　OECD はそれまでの検討状況をまとめ，
2019 年 1 月にポリシーノート，同年 2 月によ
り詳細な内容の討議文書を公表し，デジタル経
済への課税について 2 つの柱を提案した。以下
では 2 つの柱のうち第 1 の柱について述べる。
第 1 の柱は，利益の帰属とネクサスを現代的観
点から発展させる必要があるとし，ネクサスに
ついて，PE の閾値の変更を含めて検討すると

11�）Larking（2018）は，2017 年意見公募に寄せられた多くの意見を分析し傾向をまとめている。2017 年意見
公募に関する意見の記載については主としてこれを参照している。

12�）OECD�（2015）,�para.305.
13�）Id.�para.307.
14�）Id.�para.307.
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し15），①ユーザー参加16），②マーケティング上
の無形資産17），③重要な経済的存在18）の 3 つの
案（以下「OECD�3 案」）を提案した。
　①は，ユーザーによる貢献に着目するアプ
ローチであり，デジタル事業のみを課税対象と
する。市場国に企業の拠点がなくても，消費者
がオンライン契約やサービス利用をしたことが
確認できれば，その利用実績に応じ，クリック
数やオンライン契約数を国別に集計し，それを
基にして課税するものである。課税対象をデジ
タル事業に限定することに対する反対もある。
例えば，討議文書への Business�at�OECD19）の
コメントは，課税の対象をデジタル事業に限定
することに批判的である20）。
　ユーザー参加により創出される価値は従来の
国際課税ルールでは考慮されていなかったた
め，ユーザー貢献による価値の創造に応じた利
益配分の修正が求められる21）。この提案での課
税の仕組みは，グローバルな事業の利益を基礎
としてノンルーティンの残余利益を計算し，ノ
ンルーティンの残余利益のうちユーザー参加の
利益への寄与を勘案した利益を算出してユー
ザー所在の管轄地に利益を配分するものだが，
その算定は容易ではない。提案によると，多国
籍企業グループ全体のノンルーティン利益を算
出するのは大きなチャレンジであるが，それを
効率的に行うために，ユーザー価値に見合った
フォーミュラを利用することもあり得るとして
いる22）。
　ユーザー参加の価値について，ユーザーの活
動は消費の一形態であり，価値を創出する対価

性のある労働ではなく，プロバイダへプラスの
外部性を提供しているに過ぎないとの見方があ
る23）。
　ユーザー創出のデータ価値については，
Facebook,� Google,� Instagram,� Snapchat,�
Twitter,� WhatsApp のような企業にとって，
真の価値創造のファクターは，巨大な投資に基
づくマーケットにおける大きな「補完」サービ
スを行う能力であり，ユーザーによる価値創造
ではなく，企業による投資こそが市場国におけ
る課税される価値の源泉といえるといった指摘
もある24）。
　②は，マーケティング上の無形資産に着目す
るアプローチであり，IT 企業だけでなく，よ
り幅広い分野のビジネスに課税するもので，市
場国に拠点がなくても，ブランド力や顧客基盤
を強める投資やマーケティング活動が行われ，
それに応じた売上がその国で生じれば利益の一
部に課税するものである。この提案の課税の仕
組みは，利益配分とネクサスルールを修正し，
市場国にマーケティング上の無形資産と関連す
るリスクを帰属させ，多国籍企業グループのノ
ンルーティンの残余利益を配分する25）。
　この提案は，多国籍企業が，現地でのリスク
限定販売会社を通じ，又は遠隔取引により，ユー
ザーや顧客の拡大等のマーケティング上の無形
資産を発展させることに対して，そのマーケティ
ング上の無形資産と市場管轄地との機能的つな
がりを重視するものである。ただし，顧客デー
タ等は利益配分においてさほど重要ではないと
の指摘もある26）。討議文書は，マーケティング

15�）OECD�（2019a）,�p�2.
16�）OECD�（2019b）,�para.17-28.
17�）Id.�para.29-49.
18�）Id.�para.50-55.
19�）Former�BIAC�（Business�and�Industry�Advisory�Committee�to�the�OECD）.
20�）Business�at�OECD�（2019）,�p.�9.
21�）OECD�（2019b）,�para.18-21.
22�）Id.�para.27-28.
23�）Finley（2018）,�p.�222.
24�）Schön（2018）,�p.�288.
25�）OECD（2019b）,�para.43.
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活動が市場国以外で行われ，市場国の消費者の
選好に適合させるものではない場合があること
や，BtoB と BtoC とではマーケティングの方法
が異なる点につき慎重な検討が必要としてい
る27）。また，特定の活動と得られるリターンと
の結びつきが不明確なことが問題であり，マー
ケティング上の無形資産と市場国との間の結び
つきが認められるのか疑問があるとしている28）。
　討議文書へ寄せられた多くの団体からの意見
では，二重課税や事務負担増加の懸念が示され
ている。例えば，経団連（2019a）は計算過程
の複雑性を指摘し，提案による計算過程は「全
世界残余利益分割法とも呼ぶべきものであり，
従来の独立企業原則とは著しく乖離している。
また，どの国の基準で全体利益を算定するのか，
企業グループの内，残余利益分割の対象となる
事業とそうでない事業をどう切り分けるのか，
誰がその正確性を担保するのかの問題も大き
い。」29）としている。また，Business� at� OECD
（2019a）は，市場国で無形資産からどの程度
の価値が創出されているかが不明，対象となる
無形資産の範囲が不明であり，例えばノンルー
ティン利益を「マーケティング上の無形資産」
と「取引上の無形資産（trade� intangible）」と
に明確に区分することが必要とコメントしてい
るように30），マーケティング上の無形資産の定
義を含め課税要件の明確化が必要となる。
　討議文書に対して，マーケティング上の無形
資産のアプローチの方が現行の移転価格ルール
により適合的であるとしつつ，マーケティング
上の無形資産からの利益を各国間で配分する提

案に懸念を有しているとの意見が多い。例えば，
配分指標として売上を用いることについて，
マーケティングやコンテンツの創造の場所（市
場国）における貢献は，その地域での売上との
相関はほとんどないとしている31）。
　マーケティング上の無形資産に係るノンルー
ティンの利益は，多国籍企業グループがマーケ
ティング上の無形資産の法的権利を有している
か，グループ内のどの企業が DEMPE 機能32）

を果たして管理しているか，現行の移転価格
ルールのマーケティング上の無形資産に関する
リスク引き受けの程度に関わらず，また，現行
ルールでのマーケティング上の無形資産及び関
連するリスクに応じて配分される利益に関わら
ず，市場管轄地に配分される33）。そこで，マー
ケティング上の無形資産の提案は，無形資産に
よる利益の配分について DEMPE 機能に基づ
く現行ルールと乖離することから懸念が生じて
いる34）。また，Avi-Yonar�&�Clausing（2019）
は，マーケティングを他の無形資産から分離す
ることはできないし，分離しようとすると二重
課税のリスクが生じるため，マーケティング上
の無形資産の提案では移転価格の混乱を解決す
ることはできないとしている35）。
　③は BEPS 最終報告書で示された重要な経済
的存在に着目するアプローチであり，市場国に
おいて収入に結びつく要素がある場合に，重要
な経済的存在という形のネクサスを認定する。
重要な経済的存在とされるために考慮すべき
ファクターとして，（i）ユーザー数と関連する
データ量，（ii）その管轄地から生じるデジタル

26�）Id.�para.33.
27�）Id.�para.61.
28�）Id.�para.61.
29�）経団連（2019a）,�2（1）�2（ii）.
30�）Business�at�OECD�（2019a）,�pp.�25-26.
31�）Larking（2019）,�p.�518.
32�）DEMPE 機能とは，Development,�Enhancement,�Maintenance,�Protection,�Exploitation（開発，改良，維持，

保護，活用）の機能をいう。
33�）OECD（2019b）,�para.44.
34�）Larking（2019）,�p.�517
35�）Avi-Yonar�&�Clausing（2019）,�pp.�841-842.
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コンテンツの量，（iii）現地通貨での請求，徴収
又は支払い，（iv）現地言語でのウェブサイトの
維持管理，（v）顧客への最終配送，アフターサー
ビス，修理，メンテナンスの責任，（vi）オンラ
インかそれ以外かに関わらず，マーケティング
及び販売促進活動を挙げている36）。課税ベース
は，特定の管轄地で生じた収入に，多国籍企業
のグローバルな利益率を適用して決定するが，
売上，資産，従業員数等の要素も勘案する。ユー
ザーが価値創造に重要な貢献を行っているビジ
ネスの場合にはそれらも考慮され，所得配分に
際して価値創造のプロセスにおけるユーザーに
よる重要な貢献を考慮する37）。また，この提案
では，BEPS 最終報告書が示す源泉徴収税の方
法も徴収メカニズムとして考慮するとしてい
る38）。源泉徴収税の提案に対しては，一部の国
では源泉徴収について適切な還付がなされてい
ない事例があること，還付まで数年かかること
があること，支払先が経済的存在の認定を受け
ているかの確認が必要となり事務負担の増加が
見込まれるとの懸念が指摘されている39）。

Ⅱ－３．作業計画
　討議文書の OECD�3 案はいずれも市場国に
物理的な拠点がなくても市場国に課税権を配分
するものであり，2019 年 5 月，OECD は作業計
画において，（i）修正残余利益分割法（modified�
residual� profit� split�method），（ii）定式配分法
（fractional� apportionment� method），（iii）仕
向 地 ベ ー ス ア プ ロ ー チ（distribution-based�
approach）の 3 つの利益配分方法の案を示した。
（i）修正残余利益分割法は，企業全体の利益
をルーティン利益とノンルーティン利益とに分

離し，さらにノンルーティン利益を利益配分の
対象となる無形資産（マーケティング上の無形
資産）とそれ以外の無形資産とに分け，利益配
分の対象となるノンルーティン利益を各国に配
分するものである。（ii）定式配分法は，グルー
プ全体の利益を一定の配分基準（従業員数，資
産，売上，ユーザー数等）により各国へ配分す
るものである。（iii）仕向地ベースアプローチは，
市場国でのマーケティング，販売，ユーザーに
関連する活動によるベースライン利益を基礎と
して，それにみなし営業利益率を適用してみな
し利益を算出し，それを各国に配分するもので
ある。（i），（ii），（iii）とも物理的拠点のない
ネクサスを認めることが共通点である一方，（i）
と（ii）は利益配分の算定方式に独立企業原則
を維持しているが，（iii）はみなし利益という
独立企業原則から乖離した算定方式を用いてい
る。

Ⅱ－４．事務局提案
　OECD 事務局は 2019 年 10 月，事務局提案
を公表し新たなルールの枠組みを示して，パブ
リックコメントを募った。この提案は，討議文
書で示された 3 つの案（ユーザー貢献，マーケ
ティング上の無形資産，重要な経済的存在）の
検討を踏まえた統合アプローチとなっている。
新ルールの対象はデジタル事業に限定しない消
費者向けの事業（consumer-facing� business）
であり，市場国における物理的拠点の有無にか
かわらず，市場国における売上を主体とした閾
値によって新たなネクサスを認定する40）。
　利益配分の方法は，3 層のメカニズムによ
る41）。第 1（Amount�A）は，多国籍企業グルー

36�）OECD（2019b）,�para.51.
37�）Id.�para.53.
38�）Id.�para.55.
39�）経団連（2019a）,�2（1）�3.
40�）2020 年 1 月の包摂的枠組会合において，事務局提案の統合アプローチを今後の検討の土台としていくことが

合意された。適用対象については，消費者向けの事業に加えてオンラインサーチエンジン，オンラインゲーム，
クラウドサービス，オンライン広告等の「自動化されたデジタルサービス」（automated�digital�services）が追
加されている。

41�）OECD（2019d）,�para.30.
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プのみなし残余利益の一定割合について，市場
国に新たな課税権を与える。総利益の一定割合
を通常利益を除いたノンルーティンの利益とみ
なし，そのみなしノンルーティン利益の一部に
対する課税権を市場国に与えるものである。各
国への利益配分は，事前に合意された売上等の
割合に基づいた一定のフォーミュラにより行
う。第 2（Amount�B）は，市場国での事業活動，
特に販売機能に対しては既存のルールにより課
税するが，販売活動に関連した税務上の紛争が
多いことから，基本的な活動を反映した固定的
利益を配分することを考慮するものである。第
3（Amount�C）は，市場国で，上記の基本的
な活動を超える経済活動が行われる場合には，
市場国は，既存の移転価格ルールに従って追加
的機能に基づき追加的な利益に対する課税を行
うものである。
　事務局提案は，討議文書で示された OECD�3
案のいずれかを選択するのではなく，それぞれ
の利点を抽出した統合アプローチといえる。
ユーザー参加の提案からの考慮点は，ユーザー
の貢献が市場国での売上高に反映されると考え

ることである。マーケティング上の無形資産の
提案からの観点は，通常利益を超える部分が
マーケティング上の無形資産から生じると考え
ることにより，その超過利益の一定割合に対す
る課税権を市場国に与える点に反映されてい
る。マーケティング上の無形資産を特定し，既
存のルールに基づき精緻な残余利益の配分計算
をすることは実施上の困難性が大きいが，残余
利益分割法における一つの要素として一定の
フォーミュラを用いることは，実施上の観点か
ら現実的な対応といえよう。重要な経済的存在
の提案では，新たなネクサスが認定されるため
のファクターとして，市場国におけるユーザー
数，デジタルコンテンツ量等が提案され，課税
ベースは市場国で生じた収入に多国籍企業のグ
ローバルな利益率を適用して決定するとされて
いたが，事務局提案では，発展途上国の執行体
制等を考慮した簡便な利益配分方法が取り入れ
られている。事務局提案は，それまでの提案の
利点を統合しつつ，一定のフォーミュラを使っ
た利益配分等，実務上・執行上の観点も考慮し
たものといえよう。

Ⅲ．実施上・執行上の課題

　新ルールの提案はいずれもネクサス概念を修
正するものであるが，デジタル取引の特徴を踏
まえた利益の算定方法や配分方法の検討を要す
るとともに，納税者のコンプライアンスコスト，
執行上の実効性，二重課税の防止と排除，発展
途上国を含めた執行可能性等の執行上の観点を
踏まえる必要がある。本章ではこうした実施上・
執行上の論点に焦点を当てていく。

Ⅲ－１．実施上の課題―帰属利益の算定
　新ルールの実施のためにまず重要なのは，新
ルールの下でのネクサスに帰属する利益の算定
である。生産活動の要素として，一般に土地，

労働，資本等があるが，デジタル経済の下では，
資本の一要素としてデータが重要な役割を果た
している。データが重要な機能を果たすことは
疑問のないところであるが，一連のビジネスの
中でデータがどの程度の価値につながり利益を
創出しているかは明確ではないし，それはビジ
ネスモデルによっても一様ではない。
　BEPS プロジェクトでは，経済活動が行われ
価値が創造された場所で課税されるという共通
認識が醸成されたが，グローバル取引の中でど
こで誰によってどの程度の価値が創造されるか
については，認識が一致していない。BEPS プ
ロジェクト最終報告書（行動 8-10）「移転価格
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税制と価値創造の一致」では価値創造の概念に
ついての定義は示されておらず42），グローバル
なサプライチェーンの中での「価値創造」につ
いて共通の理解には至っていない。
　市場国に帰属する利益の算定について，デジ
タル的な存在にネクサスを認定した上で帰属す
る利益を算定することに困難性が指摘されてい
るところ，現行の移転価格ルールを利用するこ
とがまず考えられる。PE の帰属所得の算定に
おいては移転価格ルールを利用することとされ
ており，デジタル取引のネクサスに帰属する利
益の算定においても，現行の PE の帰属利益計
算と同様に移転価格ルールによる算定手法を用
いることが可能か，高度にデジタル化したビジ
ネスモデルへの課税について現行の移転価格
ルールによる帰属利益の算定が可能かは異なる
意見があり，市場国に物理的拠点なきビジネス
に対する課税について，現行移転価格ルールの
適用可能性の観点から利益配分ルールについて
まず検討する。

Ⅲ－１－１．現行移転価格ルールの適用
　高度にデジタル化されたプラットフォーム型
ビジネスに対しても，現行の移転価格ルールを
適用して帰属利益を算定することは可能との意
見がある。
　Petruzzi�&�Briak（2018）は，現行の移転価
格ルールの適用によって，デジタル化されてい
る企業が価値を創造する管轄地に利益を帰属さ
せることにより問題を解決できるとする。そし
て，企業の機能や主要なバリュードライバーは，
業種，運営方法，市場占有率や他の経済的ファ
クターにより区々であるとし，経営学者の M・
E・Porter のバリューチェーン分析を基礎とし
て価値創造の過程を分析している43）。Porter の
バリューチェーン分析は，どの工程で価値を産
み出しているかを分析するフレームワークとし
て，価値を創出する活動を製品やサービスが顧

客に到達するまでの企業の主活動と支援活動
（主活動を支える活動）とに分け，企業の主活
動を販売物流，製造，出荷物流，販売・マーケ
ティング及びサービスに，支援活動を全般管理，
労務管理，技術開発及び調達活動に分類し，そ
れぞれのプロセスに価値を加えていくものであ
る。企業製品，サービス及び運営プロセスのデ
ジタル化は，各単位ユニットによって行われる
機能の価値に帰属するとしている。そして，高
度にデジタル化したビジネスモデルとそのバ
リュードライバーは，従来型のビジネス形態と
は異なるものであり，このビジネスモデルでは，
データを収益を生み出す主要な要素として活用
しており，高度にデジタル化したビジネスの機
能や特徴を移転価格分析を行う上で考慮すべき
であるとし，利益を各管轄地に帰属させる方法
について以下のように述べている44）。
・�デジタル PE という新たな概念はルールの例

外ではなく，リスクを配分することは可能で，
独立企業間価格により各国へ利益を帰属させ
ることができる。

・�高度にデジタル化したビジネスにおいて，市
場管轄地での消費が追加的価値を創出したか
はバリューチェーン分析により判断すること
が有効である。

・�各国の PE に帰属させる利益は，独立企業間
価格によるバリューチェーン分析に基づく価
値創造の概念により配分する。

・�デジタル活動に帰属する価値は，ケースバイ
ケースで検討されるべきであり，バリュー
チェーン分析による検討は，（i）何が企業の
主要な活動か，（ii）それぞれの主要な活動に
対して企業がどのような機能を果たすか，
（iii）どのような価値を企業が創出するか，
（iv）企業が各種の価値を創出するためにど
のような特別の機能を果たすか，の 4 つのス
テップを含む。

・�データの価値評価には複数のアプローチがあ

42�）Olbert�&�Spengel（2017）,�p.�10.
43�）Petruzzi�&�Briak（2018）,�p.�91.
44�）Id.�pp.�99-100.
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り，移転価格分析をどのように各ケースに適
用するかはさらなる分析が必要である。

　Petruzzi�&�Buriak は，行われた機能，使用さ
れた資産，各エンティティが引き受けたリスク，
重要な人的機能をそれぞれの PE に当てはめて
分析することが有効としており45），OECD 承認
アプローチ（Authorised� OECD� Approach：以
下「AOA」）に基づく現行の移転価格の配分ルー
ルを適用することを支持している。
　また，移転価格の独立企業基準はフレキシブ
ルで，これによるデジタル経済への対応は可能
であり，利益を帰属させる方法として，グロー
バルトレーディングの移転価格手法を参照した
利益配分方法も考えられるとしていた上で，消
費者によるデータ創出による価値は大きくはな
く，PE に帰属する利益は僅少となるとの意見
もある46）。
　一方，デジタル PE への帰属利益の算定に，
AOA に基づいて利益分割法を用いることは一
つの方策であるとしても，現行の移転価格ガイ
ドラインの考え方を大きく変更しなければなら
ないとの見方がある47）。現行ガイドラインから
すると，仮にデジタル PE の概念を導入しても，
デジタル PE の活動は，サービスプロバイダや
低リスクのディストリビューターと同様にルー
ティンの活動に分類され，低付加価値の貢献し
かしておらず，コストプラスの限られた利益配
分にしかならないというものである。
　多くの無形資産が用いられるデジタル取引に
ついて，比較可能な独立企業間価格を見出すの
は困難であるとしても，機能分析により市場国
に帰属する利益の算定していくことは必ずしも
不可能ではないかもしれない。しかしながら，
デジタル経済におけるプラットフォームの機能
やユーザーの貢献等を帰属利益に適切に反映さ
せる方法についてさらなる検討が必要である

し，機能分析が適切に行われないビジネスモデ
ルの検討も必要となろう。ユーザー参加やマー
ケティング上の無形資産の提案では，「物理的
な拠点」ではなく市場国における「活動」にネ
クサスを認定するものであり，「活動」そのも
のはリスクや費用を負担する主体ではなく，現
行の AOA の考え方をそのまま適用することは
困難と考えられる。

Ⅲ－１－２．現行の移転価格ルールでは対応困
難との見方

　一方，Rosenthal（2018）は，高度にデジタ
ル化されたプラットフォーム型ビジネスに対し
て，現行の移転価格ルールを適用するのは以下
の理由から不適切であるとする48）。
・�プラットフォーム型ビジネスにおいてはネッ

トワーク効果が価値の主要な決定要因であ
り，ユーザー数とユーザーの関与度合等の要
素が個々のプラットフォーム型ビジネスの価
値につながる。

・�価値のある無形資産は，企業内の R&D 投資
のみで構築されたものではなく，ユーザーに
よる貢献を反映している。

・�プラットフォーム型ビジネスではユーザー参
加やユーザー創出のコンテンツは不可欠では
あるものの，プラットフォームは情報技術へ
の投資とユーザーを引き付けるアルゴリズム
等の無形資産によって構築されている。

・�ネットワークによる価値創造は，現行の移転
価格税制の概念でのバリューチェーンではな
く，バリューネットワークによるものである。

・�現行の移転価格ルールでは個々の無形資産を
評価する必要があるが，高度に統合されたプ
ラットフォーム型ビジネスでは，無形資産の
価値を個々に切り出して評価することは困難
である。例えば，割引現在価値を算出する方

45�）Id.�pp.�107-108.
46�）Finley（2018a）,�p.�421.
47�）Long�&�Treidler（2018）,�p.�1027.
48�）Rosenthal（2018）,� p.�1279. なお Rosenthal は現行の移転価格ルールでは対応困難であるが，移転価格ルー

ルを再構築すれば対応可能となり得るとする。
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法も無形資産を個別に分けることができない
ため利用不可能である。

　このように Rosenthal は，無形資産を含む取
引に対する移転価格ルールを適用することは，
無形資産を切り出して個々に評価することがで
きないため，バリューネットワークによる価値
創造が行われる高度にデジタル化したプラット
フォーム型ビジネスに対して移転価格ルールを
適 用 す る こ と は 困 難 と し て い る。 前 述 の
Petruzzi� &� Buriak が示したバリューチェーン
分析の活用とは対照的に，バリューネットワー
クによる価値創造からくる利益算定の困難性を
指摘していることが相違点である。
　デジタルビジネスにおける市場国に帰属する
利益は，機能分析により配分することが可能と
しても，その機能分析はデジタル時代に即した
ものに変更する必要があるとの指摘がある49）。
重要な人的機能に焦点を当てる場合には，デー
タやユーザーを含めた重要な活動をも考慮する
ものである。また，DEMPE 機能は人的機能に
直接リンクしていなくても重要なものであり，
デジタルビジネスにおいては，人的な作業が僅
少な無形資産であっても，統合的な機能が価値
創造に貢献しているため，ビジネスモデルに合
わせて改良すべきとの指摘である。
　デジタルビジネスにおける価値創造の態様は
多様である。例えば Google や Facebook 等の
デジタル企業は，ユーザーのデータを広告に利
用するビジネスモデルにより広告収入を増加さ
せている。ユーザーは，デジタル企業の検索エ
ンジンを無料で利用し，企業はユーザーから収
集したデータにより，各ユーザーの関心にマッ
チした効果の高い広告を提供することにより大
きな利益を得ている。利益が創出される場所は，
必ずしもユーザーが所在する国に限られるわけ
ではなく，それ以外の国において創出されるこ
ともあろう。こうしたユーザーから得られる情
報にどの程度利益を帰属させるべきかが課題と

なる。また，検索エンジンによって収集された
情報による利益が，検索エンジンのコストを上
回る場合，検索を行うユーザーと検索エンジン
を運営する企業との間で直接の取引はないし，
比較できる取引もない状況で，どのようにユー
ザーによるデータの価値を測定して，そこから
生じる利益を各国に帰属させるかが課題となる。
　データの価値評価はビジネスモデルにより
様々であることから，多様なビジネスモデルに
応じた算定の枠組みを構築する必要があるが，
この点について討議文書は，

（i）�関連するユーザーや市場管轄地に再配分さ
れる利益は，合意された配分方法に基づい
て配分されなければならないが，その方法
は，各管轄地で創造される価値に見合うも
のと合理的に考えられるものでなければな
らない。

（ii）�このアプローチによって，ユーザー／市場
管轄地に配分される利益は売上，ユーザー
数あるいはその管轄地における支出等が考
慮される。（場所や売上の操作による）課
税回避の可能性も考慮しなければならない。

としており50），具体的な配分手法は今後の課題
となっている。討議文書へ寄せられた意見では，
新ルールにおける算定が複雑になり過ぎること
への懸念が多く，OECD が 2019 年 5 月に公表
した作業計画では，独立企業原則から離脱した
簡易な方法もあり得るとし51），事務局提案の統
合アプローチは，実施面も考慮しフォーミュラ
を用いた簡便な算定方法を提案している。

Ⅲ－１－３．帰属利益の配分
　現行の移転価格ルールでは，価値創造と移転
価格算定の結果との整合性を確保するために，
無形資産に関係する取引の移転価格分析におい
て，果たした機能，利用した資産及び引き受け
たリスクを重視している。デジタル取引には，
開発されたアルゴリズム等の無形資産が多く含

49�）Pieson（2018）,�p.�165.
50�）OECD（2019b）,�para.78.
51�）OECD（2019c）,�para.23.
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まれており，これらは新たなネクサス概念にお
ける帰属利益算定においても考慮されるべきで
ある。帰属利益の配分に当たっては，リスクの
所在も勘案すべきである。しかし，高リスクは，
投資資金がファイナンスされ戦略的な経営判断
が行われた場所よりも，売上げが計上される場
所が負うと考えることには疑問が生じる。市場
国にはユーザーによるコンテンツの創出等の
「活動」があるのみで，リスクを負担する実体
（拠点）がなく，投資が不成功の場合の資金的
負担は，市場国には物理的拠点のない，あるい
はリスク限定販売会社しかない非居住企業が負
うことになる。そのため，リスクの所在は通常
市場国ではなく，当初の見込み通りにビジネス
を展開できなかったとしても，プラットフォー
ムやアルゴリズム等の開発の資金負担や実施を
行い，市場国でビジネスを行うかの判断を行っ
た居住地国（非居住企業の所在地国）となろう。
その場合，リスクに応じた利益配分は居住地国
により多く配分されるべきとなり，物理的拠点
のない，又はリスク限定販売会社しか存在しな
い市場国においては，コスト負担やリスクの負
担がなく（又は極めて僅少），限定された利益
しか配分されないことになる。
　ユーザー参加やマーケティング上の無形資産
の提案については，市場国に物理的拠点のない
デジタル取引では市場国に人員も資産もなくコ
ストやリスクの引受もないことを考慮すると，
利益を市場国のネクサスに配分するには，企業
が遂行した機能，使用した資産，引き受けたリ
スクを考慮している現行移転価格ルールと異な
る観点，つまり拠点のない市場国にも利益を配
分する仕組みと配分指標が必要となる。
　討議文書では，ユーザー参加の提案について，
ユーザー所在地国に配分される利益額の決定
は，伝統的な移転価格算定方式を利用すること
は困難とし52），マーケティング上の無形資産に

つ い て， ノ ン ル ー テ ィ ン 利 益 の 配 分 は，
DEMPE 機能やマーケティング上の無形資産に
係るリスクが現行移転価格ルールでどう配分さ
れるかに関わらないとしている53）。利益配分に
関しては，ユーザー参加とマーケティング上の
無形資産の提案は残余利益分割法を，重要な経
済的存在の提案は，売上，資産，従業員等の要
素を勘案するとしている。
　事務局提案の統合アプローチでは，新たな利
益配分ルールは独立企業原則とは別のものとす
るとし54），ノンルーティン（総利益から通常利
益を除いたもの）のみなし利益の一部に対する
課税権を市場国に与え，配分割合は，売上に基
づくフォーミュラ（包摂的枠組で合意したも
の）によるとしている。統合アプローチは，精
緻な DEMPE 分析等は実施上の困難性が高い
ため，一定の配分割合による利益配分という一
種の割り切りを取り入れている。なお，AOA
の考え方や DEMPE 機能等の現行移転価格
ルールをそのまま適用することが困難として
も，デジタル経済を厳密に区別することが困難
なことや利益算定の客観性の確保の観点から，
新ルールは現行制度と大きく乖離しないことが
望ましいと考える。現行ルールと大きくかけ離
れたものとなると，デジタル企業のみを対象と
した平衡税に類似したものともなりかねないた
めである。両者の算定利益は近似していること
が望ましく，現行ルールで活用できる部分は活
用し，両者の課税上の取扱いの乖離は最小限に
していくべきであろう。

Ⅲ－１－４．修正残余利益分割法による帰属利
益の配分

　討議文書は，ユーザー参加及びマーケティン
グ上の無形資産の提案において，ノンルーティ
ンの残余利益を算定し，利益分割法により配分
としている55）。利益分割法の適用について，

52�）OECD（2019b）,�para.23.
53�）Id.�para.44.
54�）OECD（2019d）,�para.15.
55�）OECD（2019b）,�para.24-25.
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2017 年改訂の OECD 移転価格ガイドライン
（第 2 章）は，3 つの要件を示している。第 1 は，
関係取引の両当事者からユニークで価値のある
貢献があること，第 2 は，取引が高度に統合さ
れた事業活動であること，第 3 は，関係会社間
取引の両当事者が経済的に重要なリスクを負担
していることである。
　これらをデジタル取引に当てはめてみると，
第 1 の点について，デジタル取引におけるマー
ケティング上の無形資産については市場国に拠
点がない場合，両当事者の貢献とはいえない。
ユーザー参加による価値の創出では，市場国に
おける価値のある貢献は多数のユーザーによる
ものであり，マーケティング上の無形資産の提
案では，市場管轄地で形成された商品名等や顧
客データ，顧客との関係等のマーケティング上
の無形資産は，非居住企業自体による活動から
もたらされ，マーケティング上の無形資産の形
成の活動自体が「当事者」とはいえないためで
ある。第 2 の点については，デジタル取引は高
度に統合された事業活動であるケースが多いで
あろうが，事業活動が高度に統合されている場
合に価値の創造への貢献がどの当事者によりな
されたものかは必ずしも明確ではない。第 3 の
点については，市場国に拠点のないデジタル取
引では重要なリスクは通常非居住企業が負って
おり，両当事者が負っているとはといえないし，
利益分割法では両方の当事者の事情を考慮する
が，デジタル取引の場合，一の者と他方の市場
の機能（DEMPE 機能）を分析する際に，前述
の通り一定の修正が必要となる。
　高度に統合された事業活動の利益算定につい
て，Rosenthal は前述Ⅲ－１－２のとおり，デ
ジタル取引がバリューチェーンを超えてバ
リューネットワークになっており，単一の無形
資産による利益配分が困難であり，移転価格
ルールの適用は困難としている。

　帰属利益の配分の課題を克服するには，現在
の独立企業原則の修正，あるいは定式配分方式
のようなより包括的な改革が必要かを含めて，
クロスボ－ダー取引で創造される価値について
の検討を要する。作業計画で示された修正残余
利益分割法においては，ルーティン利益とノン
ルーティン利益の区分の困難性が指摘されてい
る56）。さらに，多国籍企業のノンルーティン利
益を算出し，さらにマーケティング上の無形資
産によるものとそれ以外の無形資産（例えば取
引上の無形資産）によるものとに区分すること
や，残余利益の各国への配分計算も容易ではな
い。精緻な残余利益分割法は，デジタル取引や
マーケティング活動が発展途上国でも行われる
ことを考えると実施可能性に疑問が生じる。
ユーザー参加，マーケティング上の無形資産の
提案はいずれも，配分割合の設定が容易でない
ことに加えて，発展途上国を含め多くの国が適
用する共通ルールとすることを考えると簡素な
方法を考える必要があろう。また，グローバル
な利益を基礎として利益配分を行う場合，一国
の帰属利益が修正されると，二重課税となり，
全ての関係国に波及することになる。二重課税
の防止のために配分基準の明確性とそれに関す
る各国の共通理解が必要であり，より簡素な方
法が求められ，定式配分方式を検討する必要が
生じる。事務局提案の統合アプローチは，基本
的利益以外，複合した活動により取引がバ
リューネットワークとなっていても市場国での
売上等を基本として超過利益を配分する方法と
なっており，実施上の観点も踏まえた提案とい
える。

Ⅲ－１－５．定式配分による帰属利益の配分
　ネクサスルールを修正して物理的拠点のない
市場国でのビジネス活動にも拡大する場合，そ
のネクサスへの帰属利益の配分に利益分割法を

56�）渡辺（2019）は，「何がルーチン利益を構成し，何がノンルーチン利益を構成するかも重要な要素であるが，
その切り分けが明確にできるとは限らない。さらに，ノンルーチン利益の配分には定式的なアプローチまで
想定されていることにも注意を要する。たしかに執行可能性の観点からは理解できる。しかし，移転価格ア
プローチと定式配分は，理論的には別物と考えられる。」と指摘している。（70 頁）
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用いるとすると，利益の分割指標には，物理的
な拠点のないネクサスを含めた各関連者による
ユニークで価値ある貢献を反映することが考え
られる。その際，そのネクサスにおけるユニー
クで価値ある貢献としては市場国のユーザーに
よるコンテンツやデータ提供等の貢献が含まれ
る。一方で，多国籍企業のノンルーティン利益
を算出することは容易ではない。グローバルの
総利益の算出は，各国の利益算出ルールに違い
があるし，多数の国に及ぶ当事者のルーティン
利益の総計を算定することも容易ではなく，残
余利益の各国への配分額の算定も難しい。ユー
ザー参加，マーケティング上の無形資産の提案
はいずれも配分割合の設定が問題となる。討議
文書でも複雑な計算過程を課題として挙げてお
り，ユーザー参加やマーケティング上の無形資
産の提案において，ノンルーティン利益に対し
て一定の算式により配分するアプローチの可能
性も考えられるとしている57）。
　一定の算式により利益を配分するとしても，
定式配分のファクターが明確になっていない
と，各国がそれぞれ，自国に有利となる考え方
による課税が行われかねず，二重課税，多重課
税の発生リスクが生じ得る。定式配分のファク
ターは，予見可能性，実施上の事務負担，二重
課税の防止等の観点から明確なものでなければ
ならない。
　新ルールの下でのネクサスへの帰属利益の算
定方法として，果たした役割，機能，資産，人
的貢献等を分析して帰属利益を算定する現行の
移転価格ルールを勘案していく場合，これらに
加えてユーザーが創出するコンテンツの価値を
含めて機能分析を行い，どの段階で価値が創出
されていくのかを整理し，利益配分の指標につ
いてウェイト付けしていくことが現行ルールと
の整合性の観点からは望ましいが，それが困難
であれば売上等に基づいて算定する簡便法も考
えられる。また，特に企業のコンプライアンス
コストや発展途上国の執行体制を勘案すると，

対象を取引規模の大きい企業グループに限定し
たり，企業規模や取引規模によって異なる算定
方法を用いることも考えられよう。事務局提案
の統合アプローチは，一定の閾値を設けた上で，
ノンルーティン利益を各国で生じた売上等によ
り配分する定式配分による算定方法を提案して
おり，これは企業のコンプライアンスコストの
抑制や予見可能性の確保，二重課税による紛争
の防止にもつながり，実施上の観点を踏まえた
現実的なアプローチといえよう。

Ⅲ－２．執行上の課題―情報の入手，申告・納
税，調査・徴収，二重課税の防止と排除等

　デジタル取引に対する課税の仕組みには，執
行上の課題もある。物理的拠点を持たない企業
による適正な申告と納税の確保や，ネクサスを
構成する要件や利益配分キーに関する情報申告
等による課税の実効性の確保である。また，企
業のコンプライアンスコストや二重課税の防
止・排除の観点から，ネクサスへの帰属利益の
算定と配分方法について，明確なネクサスの要
件及び利益配分キーの設定，効果的な多国間の
相互協議，仲裁の義務化等も論点である。以下
では，こうした執行上の課題について検討する。

Ⅲ－２－１．情報の入手
　OECD�3 案や統合アプローチは，以下のよう
な市場国との関連性の要素（課税要件）がある
場合に PE と同様にネクサスを認定し，それに
帰属する利益に課税する。

（i）ユーザー参加における要素
　消費者のオンライン契約やサービス利用の実
績に応じ，クリック数やオンライン契約数を国
別に集計し，それを基にして課税する。

（ii）�マーケティング上における無形資産の要素
　市場国でブランド力や顧客基盤を強める投資
やマーケティング活動が行われ，それに応じた
売上がその国で生じれば利益の一部に課税す
る。市場国における顧客やユーザーを対象とし

57�）OECD（2019b）,�para.27,�47.
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た活動からもたらされる顧客データ，顧客との
関係，顧客リスト等もマーケティング上の無形
資産に含まれる。

（iii）重要な経済的存在における要素
　市場国に重要で持続的な関連性（一定の売
上，ローカル・ドメイン・ネーム，ローカル・
デジタル・プラットフォーム，ユーザー数，デ
ジタルプラットフォームを通じて締結された契
約数等）があると認められる場合，それに帰属
する所得に対して課税する。

（iv）統合アプローチ
　消費者向け事業により収入を得ているビジネ
スに対して，ノンルーティンのみなし利益の一
部について売上を主要な指標として各市場国に
配分して課税する。
　市場国に物理的拠点を有しない（または限定
されたリスクしか有しない）ビジネスに対する
課税を適正に執行するためには，ネクサス認定
の要素に関する情報を税務当局が入手できなけ
ればならない。デジタル取引において非居住企
業がプラットフォームを管理している場合，プ
ラットフォームへのアクセス数，ユーザー数等
のデジタル的なネクサスを構成する要件となる
閾値の情報を，また，売上を指標とする場合に
は，企業グループ合計の売上と市場国での売上
の情報を税務当局が入手可能であり，検証可能
であることを要する。なお，統合アプローチ
（Amount�A）では，多国籍企業グループのみ
なし残余利益を配分するが，その利益を，グルー
プ全体の利益とするか，ビジネスライン毎の利
益とするかは未定となっている58）。ビジネスラ
イン毎の利益とする場合には，事業の区分けが
明確化した上で収益と費用が算定されなければ
ならず，共通費用の配分の問題が生じよう。
　ネクサスの要件や利益の配分キーは客観的で
各国税務当局が検証可能であることを要し，市
場国への登録制度や税務当局間の情報交換等の
仕組みが必要となる。例えば，グローバルな利

益を基礎としてそれを各要素に基づいて各国が
課税する場合，各国それぞれが自国の要素及び
全世界の要素を把握する必要があり，情報交換
の活用により各国が共有すべき情報が生じる。
修正残余利益分割法では，グローバルに展開す
るデジタルビジネス企業グループに関する企業
グループ全体の利益の情報，残余利益分割に係
る情報，セグメント別の利益情報も必要となろう。
　討議文書は，必要な情報を国別報告事項
（CbCR）に追加し各国で情報交換するメカニ
ズムを活用する可能性を示している59）。これに
対して「ハイレベルなリスク評価という CbCR
の本来の趣旨・目的と整合していない，事業ラ
インの情報となると，もはや国ごとのデータと
は言えない。」60）との産業界からの意見もある
が，新ルールでのネクサスの要件や利益配分に
関する情報交換の枠組みは必要となる。なお，
多国間の APA（事前確認制度）の活用による
ことで代替するというアイデアもあり得る。国
別報告書の記載事項は，多国籍企業グループの
国毎の収入や利益等だが，新ルールの下でネク
サスが認定される要件の情報と利益配分の指標
となる情報を共有する仕組みについて，企業の
負担も考慮した枠組みとすることが課題である。

Ⅲ－２－２．申告・納税，調査・徴収
　ネクサスルールを修正して市場国においても
課税する場合，物理的拠点を持たない非居住企
業の市場国における適正な申告と納税の確保の
ためには，前述の情報の税務当局による入手と
ともに，情報の正確性が検証できなければなら
ない。それらの情報は，物理的拠点なしにイン
ターネット等を通じてビジネスを行う非居住企
業が保有していることも多く，税務当局による
検証には困難を伴う。税務当局が取引を把握し，
申告義務の要件を満たすかを確認し，正確な申
告をしているかの検証（調査）をどのように実
施し確実に徴税するかといった課題である。

58�）OECD（2019d）,�para.51.
59�）OECD（2019b）,�para.85.
60�）経団連（2019a）,�3（3）.
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　事務局提案では，多国籍企業グループの本社
の 所 在 地 国 に お け る 公 正 妥 当 な 会 計 基 準
（GAAP）又は IFRS（International� Financial�
Reporting� Standards）による連結財務諸表の
多国籍企業グループの利益に基づき Amount�
A の利益の額を算定するとしており，これによ
れば各国毎の会計制度の相違を考慮することな
く算定でき，執行上容易であり，コンプライア
ンスコストも少なくなるというメリットがある。
　確実な徴税のためにクロスボーダー取引にお
ける VAT の登録制度と同様の仕組みを活用し
て い く こ と も 考 え ら れ る。OECD の VAT/
GST ガイドライン61）は BtoC 取引について簡
素化された登録方式を提案しており，事業者
（供給者）にとって負担の少ないものとするこ
とを求めている。非居住企業が市場国に登録し
て納税する仕組みである。OECD 最終報告書
は執行に関する課題を示しており，収入閾値の
正確な適用は，国が非居住企業の遠隔販売を特
定し測定する能力に左右されるであろうとし，
その対処のための一つのアプローチとして義務
的登録制度を導入することを挙げている62）。た
だし，VAT の登録制度においても適切な申告
は事業者の自発的コンプライアンスによる面も
大きく，登録制度を導入したとしても調査，徴
収，情報入手等の執行上の課題は残るであろう。
なお，事務局提案の統合アプローチのような合
意による定式配分の方法が確立されるならば，
コンプライアンスコスト低減の観点からは，
EU が VAT の消費者向け電子的サービス提供
の申告手続きで導入しているワンストップ
ショップ（申告は 1 か国で行い税額を各加盟国
間で調整して配分するもの）の仕組みを発展さ
せ，企業グループの最終親会社の所在地国で市
場国に帰属する利益に係る納税を含めて行い，
所在地国から各国に定式に基づき配分するよう
な仕組みも考えられよう。
　新ルールの対象となる非居住企業に対して，

各国が税務調査をバラバラに行うと，納税者の
負担の増加させることや二重課税の可能性が生
じる。調査により一国の帰属利益や税額が修正
されると，他国の帰属利益の額にも波及する可
能性がある。この問題への対処方法として，多
国間の APA（事前確認制度）や後述する国際コ
ンプライアンス保証プログラム（International�
Compliance� Assurance� Programme： 以 下
「ICAP」）の活用，各国税務当局による合同調
査が考えられる。
　新ルールの下でのネクサスに対する実効的な
調査や徴収が実施できないと新ルールの下での
ネクサスに係る申告・納税は非居住企業の自発
的コンプライアンスに頼ることになってしま
う。こうした執行可能性もネクサスを構成する
基準を設定していく際の課題である。

Ⅲ－２－３．コンプライアンスコスト，二重課
税の防止・排除

　討議文書に対する意見では，事務負担の増加
と二重課税の可能性への懸念が多く寄せられて
いる。特に中小企業や対象取引が僅少な企業へ
の過大なコンプライアンスコストや執行面を考
慮すると，課税の対象となる閾値を高めに設定
し，一定規模以上の企業に課税対象を限定する
ことも考慮すべきであり，課税の公平性と，コ
ンプライアンスコストや執行への負荷とのバラ
ンスを考慮しつつ閾値の基準を設定していくべ
きであろう。
　事務局提案では実施上・執行上の観点が多く
含まれているものの，明確でない点が残ってい
る。例えば，消費者向けビジネスの定義，ネク
サスへの帰属利益の算定と配分方法の要件，対
象となる収益の範囲，対象となる利益を企業グ
ループ全体とするか事業セグメント毎とする
か，仮に事業セグメント毎の利益とする場合の
各事業の損益の計算方法（共通経費の配賦）等
である。消費者向けビジネスの定義について，

61�）OECD（2017b）
62�）OECD（2015）,�para.278.

-�187�-

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和２年第２号（通巻第 143 号）2020 年６月〉



事務局提案への経団連コメントでは，「消費者
向けビジネスに対象を限定することが前提であ
れば，明確かつ具体的な線引きが極めて重要」
としている63）。また，Business� at� OECD も，
ある国で製造された半導体が，他の国で非関連
者により新たな消費者向け機器（例えばスマー
トフォンやパソコン）に内蔵されるようなケー
ス，各地のインフラストラクチャーと規制に大
きく依拠しているエネルギーセクターでは消費
者への販売もあり得るケースなどを挙げて，適
用対象の明確性を求めている64）。
　討議文書では，提案された選択肢の実施上の
懸念を払拭し二重課税を防止するには，さらな
る検討が必要であり，選択肢には，強力な紛争
予防・解決メカニズムと簡素性を勘案すること
が求められ，それには複数国による事前確認プ
ログラムや共同調査プログラム，紛争解決や二
重課税リスクの最小化のための調整された手続
き等が求められるとしている65）。それらの具体
化が課題であり，討議文書では，例えば，
OECD が実施している ICAP66）によるリスク
評価，多国間での事前確認（APA），複数の税
務当局による合同の税務調査等を挙げてい
る67）。ICAP の活用に関する問題として，多数
の納税者を対象とする場合に機能しない，人的
資源が限られた小国には機能しないといった点
が指摘されている68）。事務局提案は，国別報告
書を用いた売上規模要件を設けることを検討項
目に掲げているが69），高い閾値が設定され新
ルールの適用対象の数が限定される場合には，

ICAP を活用できる可能性が高まるであろう。
　その他にも，仲裁の義務付け，APA を含む
多国間での相互協議の効率化が論点となる。事
務局提案でも，多国間での二重課税調整メカニ
ズムの検討が必要とされている70）。仲裁の義務
化に賛成しない国もあるため，紛争の防止のた
めには，事後の対応よりも事前の対応が望まし
く，事前に多国間での事前確認による合意をす
ることが有用と考えられ，その効率的な枠組み
が求められよう71）。
　新ルールを実施していくには，租税条約の修
正が必要となる。討議文書では，PE の定義
（OECD モデル条約 5 条），関連企業間・本支
店間の利益配分（同 7 条及び 9 条）の修正と，
新たな配分ルールの設定が示されている72）。租
税条約の改訂には，BEPS 防止措置実施条約
（MLI）の活用も考えられる。事務局提案では，
条約改正の必要性と，レベルプレーイング
フィールド確保のために，全ての国が同時に実
施する必要性を示している73）。作業計画では，
MLI の修正や新たな多国間条約の締結を示し
ているが74），MLI に参加していない国もある
ことから，MLI とは別途の多国間条約が必要
と思われる。

Ⅲ－２－４．源泉徴収税
　現在，PE を有しない外国法人等との取引に
ついて，多くの局面で源泉徴収制度が導入され
ている。これは税務当局が接触することが難し
いためであり，デジタル経済への課税において

63�）経団連（2019b）
64�）Business�at�OECD（2019b）,�para.16,�17,�23.
65�）OECD（2019b）,�para.84.
66�）ICAP とは，OECD がパイロットプログラムとして実施しているもので，関係国の税務当局が多国籍企業

のリスク評価を行い，税務上の取扱いを保障するものである。
67�）OECD（2019b）,�para.85.
68�）Herzfeld（2019）,�p.�186.
69�）OECD（2019d）,�para.20.
70�）Id.�para.36-37.
71�）例えば多国間での事前確認のための専門機関の設置も考えられよう。
72�）OECD（2019b）,�para.82.
73�）OECD（2019d）,�para.40.
74�）OECD（2019c）,�para.49,�Box3.3.

-�188�-

デジタル経済への課税―実施上・執行上の論点―



も，源泉徴収税が上手く機能すれば，徴収の確
実性やコンプライアンスコストの減少につなが
る。討議文書もコンプライアンスの向上のため
には，執行上の簡素化と徴収メカニズムとして，
二重課税を引き起こさないようにしつつ，源泉
徴収制度の活用が検討されるべきとしてい
る75）。事務局提案は，源泉徴収税の検討する意
義はあるものの，実施するのであれば各国がそ
の仕組みについて合意しておくことが必要とし
ている76）。源泉徴収税については，（i）デジタ
ル経済を一般の経済から切り離すことが困難な
中で，どのような取引を源泉徴収の対象とする
か，（ii）顧客，特に事業者以外の消費者に源泉
徴収義務を課すことの困難性，（iii）源泉徴収

は総額に対する課税となり，利幅の低いビジネ
スにおいては取引自体が成り立たなくなる可能
性，（iv）同一国内で国内供給者と国外供給者
との間の競争上のアンバランスが生じる可能
性，といった問題点がある。討議文書に寄せら
れた意見でも，一部の国で源泉徴収について適
切な還付がなされていない事例があること，還
付まで数年かかることがあること等の懸念があ
る77）。また，BtoC 取引の場合，多数の個人消
費者から少額の源泉徴収税の徴収を行うことは
著しいコストと執行上の困難性があり，デジタ
ル取引の多様性や BtoC 取引での源泉徴収の困
難性を考慮すると現時点では現実的ではないよ
うに思われる78）。

Ⅳ．おわりに

　本稿は，デジタル経済への課税について実施
上・執行上の論点を検討した。第Ⅱ章では，こ
れまで OECD で検討された選択肢について実
施上の観点を含めた評価について述べた。第Ⅲ
章では，OECD�3 案や統合アプローチを中心に，
実施上・執行上の課題を考察した。
　実施上の重要な課題は，帰属利益の算定と配
分であり，ネクサスと認定される要件，及び市
場国に帰属する利益の算定と帰属利益の配分方
法については，デジタル経済の特徴を踏まえた
仕組みとともに，納税者のコンプライアンスコ
スト，執行上の実効性，二重課税の防止と排除
にも考慮が必要であり，新ルールでは，円滑な
実施が可能となるよう，以下のような実施上・

執行上の論点を十分に勘案すべきと考える。
　第 1 に，帰属利益の算定及び帰属利益の配分
方法について，多国間にまたがるグローバルな
利益を配分していくための明確で公平な方法，
及び企業のコンプライアンスコストや予見可能
性を勘案して独立企業原則にとらわれない定式
配分による利益配分ルールの適用も考慮すべき
であろう。この点，定式配分の要素を取り入れ
ている事務局提案の統合アプローチは，実施面，
企業のコンプライアンスコストや予見可能性も
考慮した提案といえる。
　第 2 に，情報の入手，申告・納税，調査・徴
収等執行上の課題である。物理的拠点を持たな
い企業の適正な申告と納税の確保のために，ネ

75�）OECD（2019b）,�para.86.
76�）OECD（2019d）,�para.39.
77�）経団連（2019a）,�2（1）�3.
78�）なお，EU は 2021 年からマーケットプレイスやオンラインプラットフォームを顧客に対する販売事業者と

みなして VAT の徴収と納税義務を課す予定であり，将来的なデジタル取引に係る直接税の徴収方法につい
ても，こうした動きを注視していくべきである。OECD も，オンライン販売の VAT 徴収について，デジタ
ルプラットフォームに一定の責任を負担させることを推奨する報告書を公表している（OECD,� The� Role� of�
Digital�Platforms�in�the�Collection�of�VAT/GST�on�Online�Sales,�March�2019）。
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クサスを構成する要件や利益配分指標に関する
情報を各国税務当局が入手する必要がある。ネ
クサスの要件や利益の配分指標は客観的で各国
税務当局が検証可能であることを要し，市場国
への登録制度や税務当局間の情報交換の効率的
な仕組みが論点となる。
　第 3 に，二重課税の防止と排除である。ネク
サスへの帰属利益の算定と配分方法について，
二重課税の防止及びその排除のために，明確な
ネクサスの要件及び利益配分指標の設定，それ
らに関する各国の共通理解，効果的な多国間の
相互協議，仲裁の義務化等の紛争解決メカニズ
ムの充実が求められる。
　2019 年 6 月に福岡で行われた G20 財務相・
中央銀行総裁会議及び大阪で行われた G20 首
脳会合では，デジタル経済への課税について，
従来の課税制度を修正して，デジタルサービス

等の利用者がいる市場国にも課税権を配分する
という基本方針が承認されたが，対象となる企
業の範囲や具体的な利益配分ルールの検討は進
行中である。統合アプローチの提案は，実務上・
執行上の観点を多く含んだものとなっており，
それを土台として各国の合意に向かっていくこ
とを期待したい。本提案は，PE なければ課税
なしという原則の例外として，物理的拠点がな
くてもネクサスを認定することや，独立企業原
則の例外として定式配分による利益配分方式を
設けるものであり，国際租税制度が新たな
フェーズに入っていくことを意味する。今後ま
すます拡大していくデジタル経済に対する課税
のあり方は，将来に向けての国際課税制度の方
向を大きく左右するものであり，十分な論議と
ともに，各国独自のデジタル課税が広がってい
かないよう早期のコンセンサスが期待される。
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